
令令令和和和６６６年年年度度度当当当初初初予予予算算算編編編成成成過過過程程程ののの公公公表表表

１．予算編成の基本方針（抜粋）

令和６年度予算編成の基本的な考え方

（１）基本方針

令和６年度予算については、コロナ禍において得られた知見を活かし、次なるステ

ージへ向かう歩みを加速させるため、新たな価値観のもと、施策を推進することとし、

必要性や優先度が高い事業を基本とし編成する。

また、健全で安定した財政運営を堅持していくため、全ての事業について、民間活

力の活用や官民の役割分担の視点で見直すなど、必要な財源の確保を図り、持続可能

な財政構造を確立する。

（２）重点施策

総合計画に掲げる本市のまちづくりの将来都市像である「人が輝き躍動するまち・

浦安」を実現していくため、基本目標である「育み学び誰もが成長するまちへ」、「誰

もが健やかに自分らしく生きられるまちへ」、「安全・安心で快適なまちへ」、「多様な

機能と交流が生み出す魅力あふれるまちへ」に対応する「地域全体で子どもを育む社

会の形成」や、「市民が安心して暮らせるまちづくり」等の重点施策を実施していくこ

とを基本とする。

以上、重点施策を実施するために、職員一人ひとりが、社会経済情勢や行政需要の

変化に的確に対応し、コスト意識を持った効率的な予算編成を行うこととする。

２．予算編成の流れ

令和６年度の当初予算が、どのような過程で編成されるかを簡単に説明します。

９月 26 日 ★予算編成方針を庁内に通知

９月 27 日

～

10 月 19 日

★予算要求書の作成、提出

⇒ 各部署（○○部○○課）が、予算（歳入、歳出）の要求書を作

成し、提出します

10 月 25 日

～

11 月 17 日

★予算ヒアリング

⇒ 各部署が提出した『予算要求書』をもとに、財政課がヒアリン

グ（要求内容の聴取）を行います

11月下旬

～

12 月中

★予算査定

⇒ 財政課において、要求された予算の査定を行います

さらに、財務部長査定などを通して、予算は徐々にスリムにな

っていきます

第３回目
（最終査定状況）



１月上旬 ★市長調整

⇒ 財政課から市長へ、要求内容や査定状況の報告を行い、調整を

進めます

１月下旬 ★最終内示 ⇒ 各部署に対し、財務部長が予算の内示を行います

２月 ★予算案審議

⇒ 市議会に、予算案を提案し、審議が行われます

３．予算要求から市長査定までの状況

＊別紙「令和６年度当初予算の査定状況」を参照してください。

◆ 「令和６年度各会計予算の査定状況」

◆ 「令和６年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳入）

◆ 「令和６年度当初予算の査定状況（一般会計）」（歳出）



（単位：千円）

歳 入(A) 歳 出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)
歳 入(A) 歳 出(B)

収支
(Ａ－Ｂ)

歳 入(A) 歳 出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)

77,510,366 86,037,622 △ 8,527,256 76,862,138 79,826,278 △ 2,964,140 80,000,000 80,000,000 0

12,707,978 12,707,978 0 12,690,967 12,706,689 △ 15,722 12,754,000 12,754,000 0

360,832 360,832 0 359,331 365,815 △ 6,484 367,000 367,000 0

保険事業勘定 8,132,842 8,132,842 0 8,129,328 7,840,299 289,029 8,006,000 8,006,000 0

介護サービス
事業勘定

1,192,506 1,192,506 0 1,192,506 1,166,454 26,052 1,167,000 1,167,000 0

2,155,457 2,155,457 0 2,333,445 2,333,190 255 2,315,000 2,315,000 0

102,059,981 110,587,237 △ 8,527,256 101,567,715 104,238,725 △ 2,671,010 104,609,000 104,609,000 0

収 入(A) 支 出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)
収 入(A) 支 出(B)

収支
(Ａ－Ｂ)

収 入(A) 支 出(B)
収支

(Ａ－Ｂ)

5,056,922 5,636,388 5,010,022 5,596,583 5,094,000 5,648,000

【備考】

※この資料における各表は、いずれも端数処理（四捨五入）の関係上、合計等が一致しない場合があります。
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後期高齢者医療
特別会計

墓地公園事業
特別会計

公営企業会計
（下水道事業）

●下水道事業については、減価償却費のような現金の収入・支出が伴わないものがあることから、収入と支出（歳入と歳出）
が同額にはなりません。

会計

令和６年度 各会計予算の査定状況

財務部査定額
(令和５年12月26日の状況)

令和６年度予算要求額
(令和５年10月19日の状況)

市長査定額
会計

●歳入－歳出による収支差は、今後の査定において縮小していきます。

●上記要求額は、令和５年10月19日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

合 計

国民健康保険
特別会計

一般会計

◆一般会計：市が行う行政運営の基本的な経費を計上したもので、市税などを主な財源として構成し、市の会計の
中心となるものです。

◆特別会計：市が特定の事業を行う場合に一般会計と区別して設置し、その特定の歳入をもって、特定の歳出に
充てるものです。

◆公営企業会計（下水道事業）：下水道事業については、地方公営企業法を適用し、民間企業に似た経理を行うもので、

経営活動に伴って生じる収益的収支と資本的収支の２種類で構成されます。



（歳 入）

令和５年度
当初予算

要求額 ① 構成比 査定額 ② 構成比
査定留保とした額
(査定額②に含む) 査定額 ③ 構成比 ③－①＝④

伸び率
④/①

市 税 41,104,180 43,084,834 55.6 43,084,834 56.1 ― 43,320,400 54.2 235,566 0.5

地方譲与税、
各種交付金

6,408,620 6,395,388 8.3 6,391,722 8.3 ― 6,579,980 8.2 184,592 2.9

分担金及び負担金、
使用料及び手数料

2,269,670 2,251,241 2.9 2,251,266 2.9 ― 2,248,690 2.8 △ 2,551 △ 0.1

国庫支出金、
県支出金

15,879,580 15,532,653 20.0 15,537,299 20.2 ― 15,956,320 19.9 423,667 2.7

財産収入、
寄 附 金

1,088,120 1,687,002 2.2 1,807,002 2.4 ― 1,806,510 2.3 119,508 7.1

繰入金 1,888,470 82,560 0.1 74,124 0.1 ― 3,187,800 4.0 3,105,240 3,761.2

繰越金、
諸 収 入

2,343,260 2,041,963 2.6 2,058,791 2.7 ― 2,058,000 2.6 16,037 0.8

市 債 5,118,100 6,434,725 8.3 5,657,100 7.4 ― 4,842,300 6.1 △ 1,592,425 △ 24.7

合 計 76,100,000 77,510,366 100.0 76,862,138 100.0 ― 80,000,000 100.0 2,489,634 3.2

【備 考】

152,200,000

※この資料における各表は、いずれも端数処理（四捨五入）の関係上、合計等が一致しない場合があります。

●上記要求額は、令和５年10月19日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

令和６年度 当初予算の査定状況（一般会計）

（単位：千円）

令和６年度予算要求額
(令和５年10月19日の状況)

財務部査定額
(令和５年12月26日の状況)

市長査定額 比 較

◆【市 税】：市民の皆さんや市内に事務所を持つ法人等に納めていただくものです。市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税などがあります。
◆【地方譲与税、各種交付金】：国・県が徴収したものを、一定の基準で按分し市に交付されるものです。
◆【分担金及び負担金、使用料及び手数料】：分担金及び負担金は、市の行う事業により利益を受ける方から、その受益を限度として徴収するものです。

保育所の保育料などが該当します。また、使用料及び手数料は、市の施設や特定の事務により利益を受ける方から、その受益に対する負担
として徴収するものです。テニスコートの使用料や住民票の写しの交付手数料等が該当します。

◆【国庫支出金、県支出金】：国庫支出金は、国と市の行う事業の経費負担区分に基づいて、国が市に支出するものです。また、県支出金は、県が市に
対して支出するものです。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付するものがあり
ます。

◆【財産収入、寄附】：財産収入は、市が有する財産の貸付け、売払い等により得た現金収入のことです。公共用地の売払収入や、基金積立金の利子等が
該当します。また、寄附金は、金銭の贈与となります。使途が特定されない一般寄附金と、使途を限定した指定寄附金があります。

◆【繰入金】：一般会計、特別会計及び基金の間で、相互に資金運用をするものです。
◆【繰越金、諸収入】：繰越金は、前年度の決算上の剰余金です。また、諸収入は、収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入となります。
◆【市 債】：市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部（政府・地方公共団体金融公庫・銀行など）

から資金を調達するもので、長期的な借入金です。



（歳 出）

令和５年度
当初予算

要求額 ① 構成比 査定額 ② 構成比
査定留保とした額
(査定額②に含む)

査定額 ③ 構成比 ③－①＝④
伸び率
④/①

議会費 349,220 355,986 0.4 351,972 0.4 ― 352,020 0.4 △ 3,966 △ 1.1

総務費 7,658,550 9,001,786 10.5 8,035,652 10.1 ― 7,916,030 9.9 △ 1,085,756 △ 12.1

民生費 29,828,910 31,604,314 36.7 31,608,697 39.6 ― 32,053,420 40.1 449,106 1.4

衛生費 10,284,650 11,857,893 13.8 11,226,100 14.1 ― 11,503,030 14.4 △ 354,863 △ 3.0

農林水産業費 7,280 7,279 0.0 6,943 0.0 ― 6,950 0.0 △ 329 △ 4.5

商工費 1,317,880 1,595,722 1.9 1,578,624 2.0 ― 1,581,830 2.0 △ 13,892 △ 0.9

土木費 7,999,880 9,135,711 10.6 6,153,760 7.7 ― 6,644,430 8.3 △ 2,491,281 △ 27.3

消防費 2,169,000 2,465,600 2.9 2,485,329 3.1 ― 2,382,630 3.0 △ 82,970 △ 3.4

教育費 12,313,540 15,721,848 18.3 14,087,718 17.6 ― 13,131,440 16.4 △ 2,590,408 △ 16.5

災害復旧費 100 100 0.0 100 0.0 ― 100 0.0 0 0.0

公債費 4,070,990 4,191,383 4.9 4,191,383 5.3 ― 4,328,120 5.4 136,737 3.3

予備費 100,000 100,000 0.1 100,000 0.1 ― 100,000 0.1 0 0.0

合 計 76,100,000 86,037,622 100.0 79,826,278 100.0 ― 80,000,000 100.0 △ 6,037,622 △ 7.0

【備 考】

※この資料における各表は、いずれも端数処理（四捨五入）の関係上、合計等が一致しない場合があります。

●上記要求額は、令和５年10月19日時点となります。これ以降も、国・県の動向などを踏まえ、追加要求など変動があります。

令和６年度 当初予算の査定状況（一般会計）
（単位：千円）

令和６年度予算要求額
(令和５年10月19日の状況)

財務部査定額
(令和５年12月26日の状況)

市長査定額 比 較

◆【議会費】：市議会事務局の予算
◆【総務費】：防災、防犯、広報、国際交流、選挙等の予算
◆【民生費】：社会・障がい者・老人・児童福祉、国民年金等の予算
◆【衛生費】：環境、清掃等の予算
◆【農林水産業費】：漁港施設関係の予算
◆【商工費】：商・工業振興、観光振興等の予算
◆【土木費】：交通安全、道路整備、都市計画、公園整備、市街地開発等の予算
◆【消防費】：消防施設等の予算
◆【教育費】：小・中学校、教育振興、幼稚園、公民館、図書館、博物館、スポーツ振興、給食センター等の予算
◆ 【災害復旧費】 ：災害によって生じた被害の復旧に要する予算
◆【公債費】：市が借り入れた過去の債務の支払いに要する予算
◆【予備費】：予算外の支出または予算超過の支出にあてるための予算


